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＜総説＞

抄録
高齢者施設や高齢者向け住宅の増加に伴い，これらの建物における感染症等の発生が懸念される．

そこで，高齢者施設や高齢者住宅の衛生管理のあり方を検討するための基礎資料を提示することを目
的に，高齢者施設等の整備状況とその衛生管理体制の現状を整理した．

高齢者施設では感染症の発生事例が多数報告されている．空気感染による感染症の抑制のためには
換気が重要であるとの指摘もある．ヨーロッパでは高齢者施設の空気環境と高齢者の健康状態との関
係を明らかにすることを目的とした調査研究も始まっている．

日本での高齢者施設・高齢者向け住宅の建設数は増加し続けている．しかし，これらの建物の設備
の整備基準，特に温熱・空気質などの室内環境の維持管理に関する具体的な規定は，省令や条例に定
められていない．

また，建築物衛生法の対象建築物でないことから，保健所など第三者機関の監視・指導が入らず，
専門的知識や技術をもった衛生管理担当者の配置も義務付けられていない．一方，衛生管理担当者を
配置している高齢者施設では，施設の衛生管理状態は相対的に良好であることが認められている．

今後は，高齢者施設や高齢者向け住宅にも，衛生管理担当者の配置を推奨するなど環境衛生対策を
講じる必要がある．
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Abstract
With the increase of facilities and housing for the elderly, there is the fear of the occurrence of 

infections in these buildings. The purpose of this paper is to study the state of maintenance and sanitation 
management in facilities and housing for the elderly. Data and documentation about the present condition 
and situation of facility development, maintenance, and sanitation management systems were collected and 
summarized.

Many recurring cases of infection in facilities for the elderly were reported. One of the reports indicated 
that ventilation is important for the restriction of aerial infections. Studies on the relation between building 
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I. はじめに

わが国の高齢化には 3 つの特徴がある．一つは，高齢
化のスピードが他の先進諸国に比べて速いことである．
高齢化率は1970年に7％，1994年に14％，2007年に21％を
超え，2015年には26.7％となった．二つ目に，後期高齢
者と呼ばれる75歳以上の増加が著しいことである．2017
年に75歳以上人口は65～74歳人口を上回ると予測されて
いる．三つ目に，少子化や核家族化の進展の結果，高齢
単身世帯や高齢の夫婦のみ世帯が増えていることであ
る．2014年のデータでは，高齢者のいる世帯は全世帯の
46.7％を占めているが，このうちの約30％が夫婦のみ世
帯, 25％が単身世帯である[1,2]．

加齢に伴い，支援や介護が必要な高齢者は増加する．
健康上の問題で，日常生活（日常生活動作，外出，仕事・
家事・学業，運動，その他）に影響のある高齢者の割合
は，人口1,000人当たり258.2（2013年）と約 4 分の 1 に
及ぶ．また，介護保険制度において要介護者または要支
援者と認定された高齢者数は2013年度末時点で569.1万
人であり，第 1 号被保険者の17.8％を占めている[1]．

高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯は，家族に介護力を期
待することが難しいことから，居宅サービスや施設サー
ビスなどの介護サービスが必要とされる．現在，高齢者
の住まいは，在宅が97％，施設等が3％である[3]．在宅
のほとんどは高齢者やその家族の持家または借家である
が，有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など，
介護や生活支援サービスが付いた高齢者を対象とする集
合住宅も含まれている．近年は生活支援サービスが付い
た高齢者住宅の供給が増加しており，今後も高齢化が進
展し高齢の単身・夫婦のみ世帯の割合が増すことから，
これらのタイプの住宅需要はさらに増えていくと予想さ
れる．施設についても，現政権では介護離職の防止や特
別養護老人ホームの待機者の解消のためにさらなる増設

が検討されている．
支援や介護を要する高齢者が集住する施設や住宅が増

加する中，懸念されるのは，このような施設や住宅にお
ける感染症等の発生である．そこで本稿では，高齢者施
設や高齢者住宅の衛生管理のあり方を検討するための基
礎資料を提示することを目的に，高齢者施設等の整備状
況とその衛生管理体制の現状について整理する．

II. 高齢者施設の室内環境と感染症との関係

高齢者施設での感染症の発生事例は多数報告されてい
る．冬期に流行が見られるノロウイルスは，主に手指や
食品を介して経口感染するが，ウイルスを含む乾燥した
吐物等から感染する塵埃感染もある．2015/16シーズンに
ノロウイルスが検出された集団発生事例では，その推定
感染場所として，保育所，飲食店，小学校に次いで高齢
者施設が 4 番目に多い[4]．インフルエンザも高齢者施
設での集団感染事例が多くみられる．2015年の広島県の
事例では，介護老人保健施設を併設する病院でインフル
エンザの集団感染事例が発生し，死亡例も出た．この事
例では，職員や介護老人保健施設入所者で高いワクチン
接種率を達成していたにもかかわらず，多くの者がイン
フルエンザを発症した．このことから，予防のためには
ワクチンの高い接種率だけでなく「標準予防策，飛沫お
よび接触予防策を流行初期から総合的に講じることが重
要である」と指摘している[5]．また，インフルエンザ
の流行には季節性があるが，夏季でも高齢者施設で集団
発生した事例が報告されている[6]．インフルエンザの
ほかにも，ライノウイルス[7]やRSウイルス[8]などの呼
吸器感染症は高齢者施設で多発している．これらの感染
症は，飛沫や接触によるヒト ‐ ヒト感染によって施設
内に感染が拡大したと推測されている．

一般に，免疫系は老化に従ってより原始的な細胞にシ

environments in elderly facilities and the health of the elderly have been conducted in Europe.
The construction of facilities and housing for the elderly are increasing in Japan. However, the standard 
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フトすることが明らかになっている．高齢者は，老化に
伴って免疫系の機能が低下し，感染抵抗性が低下する
[9]．施設では，介護度が高く高年齢の利用者が多いこ
とから，より感染症のリスクが高い状態にある．日本
看護協会の調査[10]では，特別養護老人ホームでは要介
護 4 以上の重度者が 66.6%を占め，介護老人保健施設で
も要介護 4 以上の重度者が 46.0%に上る．また両施設と
も，その利用者の 6 割以上は85歳以上である．介護保険
制度の改正により，2015年から特別養護老人ホームへの
入所は原則として要介護 3 以上の人が対象となったこと
から，今後はさらに介護度の高い高齢者の利用に偏るこ
とが予想される．

健康状態を安定させ，感染を予防するための対策と
して，室内環境や衛生状況の適切な管理は重要である．
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（以
下，建築物衛生法）は，「建築物の維持管理に関する規
制を目的とし衛生指導法的性格を有して」おり，「これ
によってシックビルの発生防止や貯水槽の管理の充実な
どの成果をあげ」てきた[11]．高齢者施設で集団発生に
よる死亡例が多数報告されているレジオネラ症につい
ても，2002年に建築物衛生関連政省令の改正が行われて
いる．しかし，建築物衛生法では，「病院や福祉施設な
ど，最も衛生的な環境の確保が求められる建築物は対象
となっていない」ため，現状では，高齢者施設に対して，
法的根拠に基づく監視指導体制は取られていない．「院
内感染・施設内感染が大きな問題となるこのような施設
での建築物衛生法の施行は大きな課題」である[11]．

一方，厚生労働省は「高齢者介護施設における感染対
策マニュアル」[12]を公表しているが，マニュアルに記
載されている感染対策の基本は，①感染源の排除，②感
染経路の遮断，③宿主（ヒト）の抵抗力の向上であり，
とくに感染源の遮断については手洗い・うがいの励行や

環境の清掃・消毒が中心であり，建築物の衛生管理には
触れていない．

高齢者施設における感染症の発生事例は海外でも報告
されている[13,14]．このうち，結核の発生事例に関する
報告では，施設の環境要因として冷暖房空調設備の状態
にも着目し，空気感染による感染症の抑制のためには適
切な換気が重要であると指摘している[14]．

しかし，高齢者施設の環境と感染症を含む健康影響と
の関連を扱った研究は国内外を問わず非常に少ない．こ
うした中，EUの補助金による欧州老年学研究（Geriatric 
study in Europe: GERIE Study）が2009年にスタートした
[15,16]．これは，欧州 7 カ国（スウェーデン，ポーラン
ド，ギリシャ，イタリア，フランス，ベルギー，デンマー
ク）の高齢者施設（Nursing Home）50か所とその施設
に居住する高齢者600人を対象に，高齢者施設の空気環
境と高齢者の健康状態（とくに呼吸器系の疾患など）と
の関係を明らかにすることを目的とした，はじめての本
格的な調査研究である．これまでの報告で，二酸化炭素
濃度や相対湿度などが呼吸器系疾患の有無と相関がある
ことが明らかにされている．また，室内の換気の状態が
悪いと空気の汚染の影響がより強いことや，適切な換気
によって状況が改善されることなどが指摘されている．

日本では，このような本格的な調査はまだ実施されて
いない．ここ数年の筆者らの調査研究により，高齢者施
設のうち介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）につ
いて，温湿度や換気の状況および管理の実態がようやく
把握されてきたところである[17-27]．

III. 日本における高齢者施設等の整備状況

日本の高齢者施設は，欧州の高齢者施設（Nursing 
Home）よりも多様であり，その運営形態や利用者像も

表 1　高齢者施設等の種類と概要

資料：文献 [18] および文献 [28] から作成

名称 目的・内容 主な設置主体 根拠法等
介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 
地域密着型介護老人福祉施設

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居
宅においても常時の介護を受けることが困難な高齢者に対して、入所サービスを提供する施設。対象
は要介護 1 以上であったが2015年の介護保険法の改正にともない原則として要介護 3 以上となった。

地方公共団体 
社会福祉法人

介護保険法第 8 条第21項
及び第26項 
（老人福祉法第20条の 5 ）

介護老人保健施設 要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日
常生活上の世話を行うことを目的とした施設。要介護１以上が対象。

地方公共団体 
医療法人 介護保険法第 8 条第27項

介護療養型医療施設
療養病床等をもつ病院又は診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、療養上の管理、看
護、医学的管理の下における介護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする
施設。要介護１以上が対象。2011度末までに廃止されることになっていたが、2017年度末まで猶予さ
れることになった。

地方公共団体 
医療法人

旧・介護保険法第 8 条第
26項（旧・医療法第 7 条
第 2 項第 4 号）

軽費老人ホーム

低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所さ
せ、日常生活上必要な便宜を供与する施設。
生活相談、入浴サービス、食事サービスの提供を行うとともに、車いすでの生活にも配慮した構造を
有する「ケアハウス」を主として、他に食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する「Ａ型」、自
炊が原則の「Ｂ型」、大都市部の状況を勘案した「都市型」がある。

地方公共団体 
社会福祉法人

社会福祉法第65条 
老人福祉法第20条の 6

養護老人ホーム 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ、社
会復帰の促進や自立した生活を送ることができるよう必要な指導及び訓練等を行う施設。

地方公共団体 
社会福祉法人 老人福祉法第20条の 4

有料老人ホーム

老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理を提供す
ることを目的とする施設。
ホームの職員が介護保険のサービスを提供する「介護付」、ホームは介護サービスを提供せず、入居
者が要介護状態となった場合は入居者自らが外部の介護サービス事業者と契約して介護サービスを利
用する「住宅型」、ホームは介護サービスを提供せず、介護が必要となった場合には契約を解除して
退去する「健康型」がある。

営利法人 老人福祉法第29条

認知症対応型共同生活介護 
（認知症高齢者グループホーム）

認知症の高齢者が、小規模な生活の場（１単位 5 人～ 9 人の共同居住形態）に居住し、食事の支度、
掃除、洗濯等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送るこ
とを目的とする。要支援者（要支援 2 のみ）、要介護者（要介護 1 以上）が対象。

営利法人 
社会福祉法人

老人福祉法第 5 条の 2 第  
6 項

シルバーハウジング 公営住宅やUR都市再生機構賃貸住宅などの公共賃貸住宅のうち、住宅をバリアフリー化するととも
に、生活援助員（ライフサポートアドバイザー）が、生活相談や緊急時対応などのサービスを提供する。 地方公共団体 国土交通省住宅局長及び

厚生労働省老健局長通知

サービス付き高齢者向け住宅
2011年の高齢者住まい法の改正に伴い、高齢者向け優良賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑
入居賃貸住宅を一本化した。安否確認や生活相談などのサービスを備えたバリアフリー構造の高齢者
向けの賃貸住宅。

営利法人 高齢者の居住の安定確保
に関する法律第 5 条
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図 1　高齢者施設等の概観

出典：厚生労働省「平成26年度介護給付費実態調査」より経済産業省が作成
資料：文献[29]から引用

図 2　高齢者施設等の定員数（病床数）の推移
資料：文献[29]から引用
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55,448 70,999

0
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

養護

さまざまである．表 1 に，主な高齢者施設と生活支援サー
ビス付きの高齢者住宅の名称およびその概要を整理した．

これらの高齢者施設・高齢者住宅は，利用者の介護度
とその利用に要する費用の 2 軸によって整理することが
できる（図 1 ）．図の縦軸は利用者一人あたりの公費・
保険料負担額であり，上にいくほど公費・保険料負担は
多い（＝本人負担が少ない）．

これらの施設等の整備状況は，図 2 のとおりである．
また，都道府県別の整備状況は，表 2 のとおりである．
高齢者施設のうち多数を占めるのは，介護保険 3 施設の
うち介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と介護老
人保健施設であるが，近年は有料老人ホームやサービス
付き高齢者向け住宅の供給が増えている．

これらの施設等の設備について，省令に定められてい
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る整備基準は，表 3 のとおりである．構造設備の一般原
則として，たとえば「特別養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準（平成十一年三月三十一日厚生省令第
四十六号）」には，「特別養護老人ホームの配置，構造及
び設備は，日照，採光，換気等の入所者の保健衛生に関
する事項及び防災について十分考慮されたものでなけれ
ばならない．」と書かれているが，具体に定められてい
る設備等の基準は，所要室や 1 人あたり居室面積，1 居
室あたり定員など建築計画に係る規定や，避難・消火な
ど消防に係る規定が中心である．ただし，「地域の自主
性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律」（第 1 次・第 2 次一括法
2012）により，社会福祉施設等に関する基準（最低基準
等）は地方自治体の条例に委任されたため，実際に各自
治体で定めている整備基準はこの限りではない．

いずれにしても，温熱・空気質などの室内環境や維持
管理に関する具体的な規定は省令にはなく，したがって
自治体の条例でもこれらに関する記述はほとんど見られ
ない．

IV.  高齢者施設等に対する自治体および施設に
よる管理状況

高齢者の温冷感には個別の身体要因が関係しており，
冷房を敬遠する傾向があり，また自ら温冷感を申告でき
ない健康状態にある者も少なくない[31]．高齢者自らが
適切な空気環境を保つことは困難であり，その管理は施
設管理者や運営者にゆだねられる．

このような状況において，東京都保健福祉局では，
1999年度から2005年度にかけて「社会福祉施設等の環境
衛生実態調査」を実施し，その知見にもとづいて環境衛
生監視員向けの技術資料[32]や社会福祉施設管理者向け
の自主管理マニュアル[33]を作成している．また，イン
フルエンザ予防の見地から，加湿方法に関する調査を行
い，加湿器の適正な管理・使用法に関する普及啓発活動
にも取り組んでいる[34-36]．しかし，このような取り組
みは未だ全国的に普及していない．

筆者らが実施した調査[37,38]では，保健所設置自治体
のうち，生活衛生担当部局が高齢者施設を対象にした
環境衛生管理に関して何らかの取組みを行っていたの
は 1 ～ 2 割であり，ほとんどの自治体は取組みを行って
いなかった．取組みを行っている自治体も，その形態は
講習会の開催などが主体であった．立入検査や浴槽水の
水質検査を行っている自治体は約 4 分の 1 あったが，老
人福祉センター等公衆浴場法の対象のみであるところが
多かった．一方，高齢者施設からの感染症に関する相談
は約 3 割の自治体が受けており，相談を受ける割合は取
組みを行っている割合よりも高かった．相談内容はレジ
オネラ症予防が中心で，自主検査によりレジオネラ菌が
検出された場合の相談などが含まれた．

一方，高齢者施設の管理・運営者に対して行った調査
[23]では，施設の衛生管理業務を専門業者に委託してい

る施設は33％，施設内で施設の衛生管理の担当者を決め
ている施設は71％で，委託も担当者もいない施設が23％
あった．管理業務の委託は，定期的巡回と必要時に連絡
する形態に分かれ，常駐はごく少数であった．環境衛生
管理の施設内担当者も，専任の担当者を配置しているの
は15％と少なかった．

専門業者への委託や施設担当者の配置は，中央管理方
式の設備機器のある施設を中心に行われていたが，管理
者の配置は温湿度管理や換気の管理，空調点検や交換・
清掃などにおいて有意に差があり，また，健康への配
慮，省エネへの配慮，感染症対策の意識も有意に高いこ
とが明らかであった．たとえば，専門業者への委託や施
設内担当者の配置は，共用室の温湿度の監視・調整が意
識的に行われている群に多く見られ，居室の温湿度管理
が意識的に行われているところは施設内担当者が配置さ
れている割合が高くなっていた．換気についても，施設
内担当者の有無と共用室の管理に有意差があった．空調
点検も，専門業者への委託や施設内担当者がいる方が良
く管理されていた（表 4 , 5 ）．環境管理における健康へ
の配慮をみると，専門業者委託群で，「体調に応じた個
別管理」「設備機器の定期点検清掃」が有意に高く，ま
た施設担当者のいる群では，「管理者の研修」「職員への
周知」も有意に高くなっていた．環境管理における省エ
ネへの配慮では，専門業者委託群で，「換気量調整」「高
性能設備機器の採用」が有意に高く，委託も担当者もい
ない施設はいずれの配慮も「なし」という回答が多かっ
た．感染症対策については，専門業者委託群で，「温度
管理の徹底」が有意に高く，施設担当者のいる群では，「湿
度管理の徹底」「職員の研修」も有意に高くなっていた
（表 6 , 7 ）．　以上の結果から，管理者の配置は衛生管
理に有用であるといえる．

V. おわりに

高齢者施設や高齢者向け住宅など高齢者が集住する施
設・住宅は増えている．これらの施設・住宅は，①居住
施設であり夜間の滞在を含め施設内での滞在時間が建築
物よりも著しく長い（曝露時間が長い），②健常者と比
べて免疫力や感応力が低い高齢者が利用する（温熱環境
や空気質において知覚・許容できる範囲が狭い），とい
う点において，一般の建築物よりも感染症等の発生・蔓
延のリスクが高いといえる．一方で，設備等の衛生に関
する整備基準が明確に規定されておらず，また，建築物
衛生法の対象外であるがゆえに，①環境衛生に関する専
門的知識や技術を持った環境衛生管理技術者の配置が義
務付けられていない，②保健所など第三者機関の監視・
指導が入らない，という状況がある[18]．

高齢者施設によっては，衛生管理を専門業者に委託し
たり，専任の施設担当者を配置しているところもあり，
このような施設ではその衛生管理状態が相対的に良好で
あることが認められる．これらの知見を活かして，今後
は高齢者施設・高齢者向け住宅にも環境衛生管理者の配
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各基準等から筆者作成

表 3　高齢者施設等の設備の整備基準
名称 1 人あたり居室面積 定員数 必要な設備 基準等

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
地域密着型介護老人福祉施設
＜従来型＞

10.65㎡以上

原則個室 居室・静養室・食堂・浴室・洗面設
備・便所・医務室・調理室・介護職
員室・看護職員室・機能訓練室・面
談室・洗濯室又は洗濯場・汚物処理室・
介護材料室・事務室その他の運営上
必要な設備

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十六号）
最終改正：平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する
基準

（平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号）
最終改正：平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準

（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号）
最終改正：平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三
号

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
地域密着型介護老人福祉施設
＜ユニット型＞

10.65㎡以上

原則個室 ユニット（居室・共同生活室・洗面
設備・便所）・浴室・医務室・調理室・
洗濯室又は洗濯場・汚物処理室・介
護材料室・事務室その他の運営上必
要な設備

介護老人保健施設
＜従来型＞ 8㎡以上

4 人以下 療養室・診察室・機能訓練室・談話室・
食堂・浴室・レクリエーションルーム・
洗面所・便所・サービスステーション・
調理室・洗濯室又は洗濯場・汚物処
理室

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に
関する基準

（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号）
最終改正：平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号

介護老人保健施設
＜ユニット型＞ 10.65㎡以上

原則個室 ユニット（療養室・共同生活室・洗
面所・便所）・診察室・機能訓練室・
浴室・サービスステーション・調理室・
洗濯室又は洗濯場・汚物処理室

介護療養型医療施設
＜従来型＞ 6.4㎡以上 4 人以下 病室・機能訓練室・談話室・食堂・

浴室
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す
る基準

（平成十一年三月三十一日厚生省令第四十一号）
最終改正 : 平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一
号

介護療養型医療施設
＜ユニット型＞ 10.65㎡以上

原則個室 ユニット（病室・共同生活室・洗面
設備・便所）・機能訓練室・浴室

軽費老人ホーム
21.6㎡以上（単身）
31.9㎡以上（夫婦）
など

原則個室 居室・談話室、娯楽室又は集会室・
食堂・浴室・洗面所・便所・調理室・
面談室・洗濯室又は洗濯場・宿直室・
事務室その他の運営上必要な設備

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成二十年五月九日厚生労働省令第百七号）
最終改正：平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号

軽費老人ホーム
＜都市型＞ 7.43㎡以上

原則個室 居室・食堂・浴室・洗面所・便所・
調理室・面談室・洗濯室又は洗濯場・
宿直室・事務室その他の運営上必要
な設備

養護老人ホーム 10.65㎡以上

原則個室 居室・静養室・食堂・集会室・浴室・
洗面所・便所・医務室・調理室・宿直室・
職員室・面談室・洗濯室又は洗濯場・
汚物処理室・霊安室・事務室その他
の運営上必要な設備

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（昭和四十一年七月一日厚生省令第十九号）
最終改正：平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号

有料老人ホーム 13㎡以上
（参考値）

個室 一般居室・介護居室・一時介護室・
浴室・洗面設備・便所・食堂・医務
室又は健康管理室・看護介護職員室・
機能訓練室・談話室又は応接室・洗
濯室・汚物処理室・健康生きがい施設・
事務室宿直室その他の運営上必要な
設備

有料老人ホーム設置運営標準指導指針
（平成十四年七月十八日老発第〇七一八〇〇三号）
最終改正・平成二七年三月三〇日老発〇三三〇第三号

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム） 7.43㎡以上

原則個室 居室・居間・食堂・台所・浴室・消
火設備その他の非常災害に際して必
要な設備その他利用者が日常生活を
営む上で必要な設備

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準

（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号）
最終改正：平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三
号

シルバーハウジング 25㎡以上

― 原則として、各住戸には、台所、水
洗便所、洗面設備及び浴室並びにテ
レビジョン受信の設備及び電話配線
が設けられていなければならない
居室内における化学物質の発散によ
る衛生上の支障の防止を図るための
措置が講じられていなければならな
い

公営住宅等整備基準
（平成十年四月二十一日建設省令第八号）
最終改正：平成二三年一二月二六日国土交通省令第
一〇三号

サービス付き高齢者向け住宅 25㎡以上

― 原則として、各居住部分が台所、水
洗便所、収納設備、洗面設備及び浴
室を備えたものであること

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保
に関する法律施行規則

（平成二十三年八月十二日厚生労働省・国土交通省令
第二号）
最終改正：平成二八年八月一九日厚生労働省・国土交
通省令第三号
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表 4　設備機器の方式・室内環境の管理状態と衛生管理業務の委託との関係
　（　）は総数に対する割合 総数 p委託あり 委託なし

設備機器の方
式

（共用室）
冷房 中央管理 139（39） 220（61） 359 p<0.01

個別 135（30） 308（70） 443 p<0.05
暖房 中央管理 152（35） 288（65） 440

個別 132（31） 293（69） 425
換気 中央管理 75（50） 74（50） 149 p<0.01

換気扇 157（28） 395（72） 552 p<0.01
加湿 空調機内臓 31（40） 46（60） 77

個別 202（33） 415（67） 617
（居室）
冷房 中央管理 113（40） 173（60） 286 p<0.01

個別 168（36） 349（74） 470
暖房 中央管理 130（35） 245（65） 375

個別 167（33） 345（67） 512
換気 中央管理 64（50） 63（50） 127 p<0.01

換気扇 172（30） 404（70） 576 p<0.01
加湿 空調機内臓 31（46） 36（54） 67 p<0.05

個別 202（33） 410（67） 612
室内環境の管
理状態

（共用室）
温度監視 意識的にしている 177（36） 311（64） 488 p<0.05

意識的にしていない 66（27） 178（73） 244
湿度監視 意識的にしている 152（37） 264（63） 416 p<0.05

意識的にしていない 90（29） 225（71） 315
換気調整 規則的にしている 111（34） 217（66） 328

規則的にしていない 135（32） 284（68） 419
（居室）
温度監視 意識的にしている 170（35） 322（65） 492

意識的にしていない 78（30） 184（70） 262
湿度監視 意識的にしている 143（34） 282（66） 425

意識的にしていない 103（32） 222（68） 325
換気調整 規則的にしている 113（33） 228（67） 341

規則的にしていない 134（33） 276（67） 410
設備機器の管
理

空調機の点検 点検あり 227（39） 360（61） 587 p<0.01
点検なし 21（14） 124（86） 145 p<0.01

表 5　設備機器の方式・室内環境の管理状態と施設内担当者の配置との関係
（　）は総数に対する割合 総数 p配置あり 配置なし

設備機器の方
式

（共用室）
冷房 中央管理 268（74） 93（26） 361

個別 309（70） 130（30） 439
暖房 中央管理 315（71） 126（29） 441

個別 305（72） 118（28） 423
換気 中央管理 119（79） 32（21） 151 p<0.05

換気扇 382（70） 167（30） 549
加湿 空調機内臓 57（74） 20（26） 77

個別 445（72） 169（28） 614
（居室）
冷房 中央管理 212（74） 75（26） 287

個別 367（72） 146（28） 513
暖房 中央管理 268（71） 107（29） 375

個別 364（71） 146（29） 510
換気 中央管理 100（78） 28（22） 128 p<0.05

換気扇 400（70） 173（30） 573
加湿 空調機内臓 51（76） 16（24） 67

個別 435（71） 176（29） 611
室内環境の管
理状態

（共用室）
温度監視 意識的にしている 376（77） 112（23） 488 p<0.01

意識的にしていない 145（60） 98（40） 243
湿度監視 意識的にしている 321（78） 93（22） 414 p<0.01

意識的にしていない 194（61） 122（39） 316
換気調整 規則的にしている 248（76） 77（24） 325 p<0.01

規則的にしていない 280（67） 140（33） 420
（居室）
温度監視 意識的にしている 372（76） 118（24） 490 p<0.01

意識的にしていない 161（61） 101（39） 262
湿度監視 意識的にしている 323（77） 99（23） 422 p<0.01

意識的にしていない 208（64） 118（36） 326
換気調整 規則的にしている 251（74） 87（26） 338

規則的にしていない 279（68） 132（32） 411
設備機器の管
理

空調機の点検 点検あり 433（74） 151（26） 584 p<0.01
点検なし 86（59） 59（41） 145 p<0.01



J. Natl. Inst. Public Health, 66 (2) : 2017

阪東美智子

110

表 6　環境管理における配慮・感染症対策と衛生管理業務の委託との関係
　（　）は回答数に対する割合

p委託あり 委託なし
環 境 管 理 に お け
る 健 康 へ の 配 慮

（MA)

体調に応じた個別管理 172 （69） 297 （59） p<0.05
設備機器の定期点検清掃 198 （79） 316 （63） p<0.01
管理者の研修 33 （13） 44 （ 9）
職員への周知 137 （55） 260 （52）
利用者への周知 21 （ 8） 29 （ 6）
その他 7 （ 3） 14 （ 3）
なし 6 （ 2） 41 （ 8） p<0.01
回答数 251 504

環境管理における
省 エ ネ へ の 配 慮

（MA)

夜間蓄熱の利用 44 （18） 72 （14）
冷暖房節約 51 （20） 84 （17）
換気量調整 91 （37） 132 （26） p<0.01
高性能設備機器の採用 68 （27） 88 （17） p<0.01
断熱性能の改良 29 （12） 54 （11）
緑のカーテン 163 （65） 297 （59）
打ち水 13 （ 5） 35 （ 7）
その他 33 （13） 70 （14）
なし 8 （ 3） 69 （14） p<0.01
回答数 249 505

感染症対策（MA) 足ふきマット 74 （29） 147 （29）
手指洗浄剤 239 （95） 460 （92）
オゾンや二酸化塩素 62 （25） 108 （22）
温度管理の徹底 121 （49） 201 （40） p<0.05
湿度管理の徹底 153 （61） 287 （57）
換気管理の徹底 149 （59） 280 （56）
大型空気清浄器 25 （10） 41 （ 8）
小型空気清浄器 65 （26） 150 （30）
静養室への隔離 156 （62） 307 （61）
外来者への注意喚起 223 （89） 423 （84）
職員への研修 200 （79） 376 （75）
その他 19 （ 8） 32 （ 6）
なし 0 （ 0） 1 （ 0）
回答数 252 502

表 7　環境管理における配慮・感染症対策と施設内担当者の配置との関係
（　）は回答数に対する割合

p配置あり 配置なし
環 境 管 理 に お け
る 健 康 へ の 配 慮

（MA)

体調に応じた個別管理 342 （64） 122 （56） p<0.05
設備機器の定期点検清掃 390 （73） 121 （55） p<0.01
管理者の研修 65 （12） 12 （ 5） p<0.01
職員への周知 310 （58） 88 （40） p<0.01
利用者への周知 36 （ 7） 14 （ 6）
その他 13 （ 2） 8 （ 4）
なし 21 （ 4） 26 （12） p<0.01
回答数 534 216

環境管理における
省 エ ネ へ の 配 慮

（MA)

夜間蓄熱の利用 86 （16） 28 （13）
冷暖房節約 104 （20） 33 （15）
換気量調整 181 （34） 44 （20） p<0.01
高性能設備機器の採用 126 （24） 30 （14） p<0.01
断熱性能の改良 62 （12） 21 （10）
緑のカーテン 336 （63） 123 （56）
打ち水 40 （ 8） 8 （ 4） p<0.05
その他 81 （15） 22 （10）
なし 37 （ 7） 40 （18） p<0.01
回答数 533 220

感染症対策（MA) 足ふきマット 154 （29） 67 （31）
手指洗浄剤 494 （93） 203 （93）
オゾンや二酸化塩素 120 （23） 50 （23）
温度管理の徹底 246 （46） 74 （34） p<0.01
湿度管理の徹底 327 （61） 111 （51） p<0.01
換気管理の徹底 314 （59） 112 （51）
大型空気清浄器 44 （ 8） 22 （10）
小型空気清浄器 146 （27） 67 （31）
静養室への隔離 327 （61） 135 （62）
外来者への注意喚起 460 （86） 185 （85）
職員への研修 419 （79） 156 （72） p<0.05
その他 43 （ 8） 8 （ 4） p<0.05
なし 1 （ 0） 0 （ 0）
回答数 533 218
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置を推奨するなど，高齢者の健康維持や感染症予防に向
けた環境衛生対策を推し進めることが望まれる．
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